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１ 与謝野町地域公共交通計画策定の背景と趣旨

１-１ 計画策定の背景と趣旨

本町においては、少子化や人口移動による人口減少が続いていることに加え、高齢化が急

速な勢いで進んでいます。交通の面では、高齢化により運転免許証の自主返納が増加してい

るものの、依然として自家用車による移動が中心の社会となっています。

住民生活や社会経済活動を支える社会基盤である地域公共交通は、運転免許証を保有し

ていない高齢者や障害者、一人では移動が困難で支援を必要とされる方等を中心に利用さ

れてきたところですが、民間事業者によって自助努力はなされているものの、行政による支

援なくしては運送サービスの維持・確保ができない状況が長年続いています。さらに、行政

の厳しい財政状況に加え、人口減少による需要の減少、運送サービスを提供する担い手の減

少、観光客等の移動需要への対応など、様々な課題に直面しています。

一方、国においては、令和５年１０月に、官と民、交通事業者間、他分野を含めた連携・

協働（共創）により、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」

（再構築）を進めるため、法律の改正が行われました。

こうした中、将来にわたり持続可能な地域公共交通の実現に向けて、中期的なビジョンを

持って施策展開を行うため、「与謝野町地域公共交通計画」を策定します。

１-２ 計画の位置づけ

本計画は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、本町の上位計画であ

る「第２次与謝野町総合計画 後期基本計画」（令和５年３月策定）に掲げる基本構想や基本

計画を公共交通分野から実現するための計画です。

また、広域的な公共交通計画である「第２期京都府北部地域連携都市圏公共交通計画」や

「京都丹後鉄道沿線地域公共交通計画」との整合を図るものとします。
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表１-１ 関連する計画での公共交通の考え・位置づけ

第２次与謝野町総合計画 後期基本計画（計画期間：令和５年度～令和８年度）

■分野２ 地元を誇りに思い人の流れを生むまち

基本施策２ まちの魅力を活かした観光振興

施 策① まちの魅力を体験・体感できる交流拠点の充実

官民が所有するまちの魅力を体験・体感できる交流拠点の充実を図ります。

■分野６ 美しくて住みやすい安心安全なまち

基本施策３ 快適で暮らしやすい生活環境づくり

施 策② 利用しやすい公共交通の確保

京都丹後鉄道や路線バスの維持に向けた支援や利用促進を行うほか、進展す

る高齢化社会を見据えて、持続性のある利用しやすい地域内交通体系を構築

します。

京都府北部地域連携都市圏公共交通計画（計画期間：令和４年度～令和８年度）

■基本方針・目指すべき将来像

持続可能で多様なニーズに応える便利な北部の公共交通

■目指すべき将来像の実現に向けた３つの施策目標

１．公共交通利用者の満足度がより高まるサービスの実現

２．だれもが公共交通の使い方を理解し、移動することが楽しくなる圏域の実現

３．自家用車に過度に頼らないまちづくりや広域観光と連携する公共交通の実現

京都丹後鉄道沿線地域公共交通計画（計画年度：令和5年度～令和16年度）

■基本方針

１．安心・安全な運行と持続可能性の確保

２．快適性・利便性の向上

３．沿線地域のまちづくりや観光戦略との連携

４．沿線住民など多様な主体との連携
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１-３ 計画策定の条件

（１）計画期間

本計画の期間は、令和５年度から令和８年度までの４年間とします。なお、本計画の

策定後、社会情勢や交通を取り巻く環境に著しい変動等が生じた場合は、必要に応じ計

画の見直しを行います。

（２）計画の区域

本計画の対象区域は、本町全域とします。

（３）地域公共交通の位置づけと役割（対象交通機関）

本計画が目指すべき地域公共交通の将来像を実現するために、本計画で対象とする

公共交通とその役割を次のとおり定めます。

ア 基幹的な交通

交通の種類 役割 確保・維持策

［鉄道］

京都丹後鉄道（宮豊線）

与謝野町と近隣市・京阪神

都市圏等を結ぶ広域的・基

幹的な公共交通

現在のサービスレベル維

持に向けた働きかけ・利用

促進
［高速バス】

丹海高速バス（大阪線、京

都線）
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イ 幹線的な交通

ウ 支線的な交通

※令和５年 10 月～令和６年 8月：道路運送法第 21条運行、令和 6年 9 月～：道路運送法第 4条運行

交通の種類 役割 確保・維持策

［路線バス］

丹海バス（伊根線、蒲入線、

与謝線、峰山線）

地域の各拠点と都市拠点

を結ぶ町内移動や隣接市

町への移動のための公共

交通

l 安定的な運行の確保、ま

ちづくりと連携した利

便性の向上

l 地域公共交通確保維持

事業（幹線補助）を活用

した持続可能な運行

［路線バス］

丹海バス（福知山線、峰山

四辻線）

l 安定的な運行の確保、ま

ちづくりと連携した利

便性の向上

l 地域公共交通確保維持

事業（フィーダー補助）

と京都府交通確保対策

費補助金を活用した持

続可能な運行

交通の種類 役割 確保・維持策

［路線バス］

コミュニティバスひまわ

り（奥滝線、加悦奥線）

基幹的な公共交通や幹線

的な公共交通を補助する

公共交通

l 幹線から離れた地域に

住む方々の買い物や通

院等に利用しやすい安

定的な運行の確保

l 地域公共交通確保維持

事業（フィーダー補助）

と京都府交通確保対策

費補助金を活用した持

続可能な運行

［一般乗合旅客自動車運送※］

よさの乗合交通（岩屋・市

場エリア、山田エリア、石

川エリア）

［交通空白地有償運送］

よさの乗合交通（与謝エリア、

加悦エリア、桑飼エリア）
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エ 個別輸送

交通の種類 役割 確保・維持策

タクシー 基幹的な公共交通や幹線

的な公共交通を補助する

公共交通

l 安定的な運行の確保に

向けて、必要な支援の実

施

l サービス内容の見直し

は運営主体が実施

福祉有償運送
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（４）地域公共交通確保維持改善事業（フィーダー補助）の必要性について

下表の地域内フィーダー系統は、住民の通院、通学、買い物などの移動手段として重

要な役割を担っており、国の地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）を活用して

います。引き続き、国の支援策を活用しながら、交通事業者や住民との共創によるモビ

リティ・マネジメントや利用促進策を講じる中で地域内フィーダー系統を維持・確保し

ていきます。

なお、本計画には具体的な実施施策（P32）と定量的な目標（P39-41）を記載して

います。

表１-２ 地域内フィーダー系統の概要

※1 道路運送法第 21条運行：令和５年 10月～令和６年 8月、道路運送法第4条運行：令和6年 9月～

※2 運行期間：令和５年 10月～令和６年９月

※3 運行開始：令和６年 10月

事業者名 交通の種類 系統名 運行様態 実施概要

丹後海陸交通

株式会社

丹海バス 峰山四辻線 路線定期

運行

与謝野町と京丹後市峰山町

間における一般乗合旅客自

動車運送

丹後海陸交通

株式会社

コミュニティバス

ひまわり

奥滝線

加悦奥線

路線定期

運行

算所・加悦奥・加悦・与謝・

滝・金屋・温江地区における

一般乗合旅客自動車運送

日本交通

株式会社※1

よさの

乗合交通

岩屋・市場エリア

山田エリア

石川エリア

区域運行 三河内・岩屋・幾地・四辻・

上山田・下山田、石川地区に

おける一般乗合旅客自動車

運送※

桑飼地区

支え合い交通

運営協議会※2

よさの

乗合交通

桑飼エリア 区域運行 桑飼地区における交通空白

地有償運送

加悦地域

支え合い交通

運営協議会※3

よさの

乗合交通

与謝エリア

加悦エリア

桑飼エリア

区域運行 与謝・加悦・桑飼地区におけ

る交通空白地有償運送
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２．与謝野町の概況

２-１ 人口

（１）人口構成の推移と将来推計

本町の人口は減少を続けており、国立社会保障・人口問題研究所の 2023年推計によ

ると 2050年に 10,761 人まで減少すると推計されています。

年代構成は、年少人口（0～14歳）割合、生産年齢人口（15～64歳）割合が減少す

る一方で、老年人口（65歳以上）は増加し 2050年には 52.7%と人口構造が急速に変

化し、0.69 人で１人の高齢者を支える超高齢化社会になると推計されています。

図２-１ 人口推移

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
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（２）高齢化

65 歳以上人口は減少段階に入っていますが、75歳以上人口は 2025 年にピークの

4,480 人となり、また 85歳以上人口は 2035 年にピークの 1,930 人となり、その後

は減少に転じますが、人口に占める割合はいずれも増加すると推計されています。

図２-２ 高齢化

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
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（３）人口の分布

本町の人口分布は、合併前の旧３町それぞれの中心地域に一定の集積があるほか、西

側の南北に細く長く連なる町並み・集落に沿って集積しています。

また、町域の東・南・西側それぞれの中山間地は主要道路に沿って、居住地が集積あ

るいは点在しているほか、国道176号石川バイパス沿線に商業施設が集積しています。

図２-３ 人口分布

出典：政府統計の総合窓口（e-stat）（https://www.e-stat.go.jp/）、総務省「令和２年国勢調査」
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（４）各地区の人口と高齢化率

香河、与謝、滝、温江は比較的人口が少なく、高齢化率が高い地区となっています。

一方、三河内、石川、男山、幾地、四辻は比較的人口が多く、高齢化率が低い地区とな

っています。

図 2-４ 各地区の人口と高齢化率

出典：総務省「令和２年国勢調査」
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２-２ 与謝野町内の移動状況

本町の通勤の流入・流出人口の状況をみると、宮津市、京丹後市、福知山市への流出が多

くなっています。一方で京丹後市、宮津市からの流入も多くありますが、流出超過となって

います。

また、通学の流入・流出人口の状況をみると、宮津市への流出が多くなっており、次いで

福知山市、京丹後市となっています。一方で京丹後市、宮津市からの流入も一定数あります

が、宮津市、福知山市への流出超過となっています。

表２-１ 流入・流出人口

出典：総務省「令和２年国勢調査」

市町村名
就業者（人） 通学者（人）

A-B 流入者[A] 流出者[B] A-B 流入者[A] 流出者[B]

宮津市 -806 779 1,585 -139 53 192

京丹後市 -220 850 1,070 8 62 54

福知山市 -506 66 572 -65 1 66

舞鶴市 -151 46 197 -7 5 12

伊根町 -13 79 92 3 6 3

綾部市 -44 13 57 0 1 1

府内他市町 -20 28 48 -28 0 28

他県 -81 47 128 -18 0 18

合 計 -1,841 1,908 3,749 -246 128 374
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２-３ 公共交通機関の状況

（１）鉄道の状況

ア 鉄道駅の位置等

京都丹後鉄道宮豊線の与謝野駅があり、高校生の利用が多く、鉄道による他市町

への移動、他市町から加悦谷方面への移動の結節地点となっています。路線バス、

タクシーとの乗り換えのほか、駅東側の旧加悦鉄道敷を活用したサイクリングロ

ードを利用した自転車（レンタサイクル有り）による移動が見られます。

また、岩滝地域から最も近い駅として岩滝口駅（宮津市）があり、路線バスとの

乗り換えによる移動が見られます。

図２-７ 鉄道駅の位置
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イ 与謝野駅の利用状況

利用者数は減少傾向となっています。特に、令和2年度、3年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響により大きく落ち込んでいます。

図２-８ 与謝野駅の利用状況

出典：与謝野町企画財政課
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（２）路線バス等の運行状況

町内を運行する路線は８路線あり、丹後海陸交通株式会社が運行する幹線系統の丹

海バスと、幹線系統バスが運行されていない地区の住民の日常生活に必要な移動手段

としてコミュニティバスひまわり（町営バス）と、よさの乗合交通（予約型乗合交通）

があります。

表２-２ 丹海バスの運行状況

表２-３ コミュニティバスひまわり（町営バス）の運行状況

表２-４ よさの乗合交通（予約型乗合交通）の運行状況

※運行開始：令和６年 10 月

№ 系統名 路線延長 運行便数 補助事業の活用

１ 伊根線 37.2km 平日 14便、土日祝８便

国補助路線（幹線系統）
２ 蒲入線 48.4km 平日９便、土日祝９便

３ 与謝線 22.5km 平日 15便、土日祝 12便

４ 峰山線 16.5km 平日 13便、土日祝 12便

５ 峰山四辻線 20.0km 平日 9便
国補助路線（フィーダー系統）

府補助路線

６ 福知山線 28.6km 平日 4便 町補助路線

№ 系統名 路線延長 運行便数 補助事業の活用

１ 奥滝線 17.8km 月･水･金曜日４便 国補助路線（フィーダー系統）

府補助路線２ 加悦奥線 9.9km 月･水･金曜日４便

№ 系統名 運行便数 補助事業の活用

１ 岩屋・市場エリア 月･水･金曜日７便

国補助路線（フィーダー系統）

府補助路線

２ 山田エリア 月･水･金曜日７便

３ 石川エリア 火･木･土曜日７便

４ 与謝エリア※

月～土曜日７便5 加悦エリア※

6 桑飼エリア
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図２-８ 与謝野町の交通体系

出典：与謝野町公共交通時刻表（与謝野町公共交通マップ）第27版
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（３）タクシーの運行状況

町内を営業区域に含めるタクシーは、下表の１社があります。

表２-５ タクシー

（４）福祉有償運送の運行状況

町内に活動拠点を置く福祉有償運送団体は、下表のとおり 1団体があります。

表２-６ 福祉有償運送

（５）高速バスの運行状況

高速バスについては、下表のとおり 1社があります。

表２-７ 高速バス

事業者名 営業所所在地 営業区域 事業用自動車台数

日本交通株式会社 宮津市今福 955-1 丹後交通圏 18 台

団体名 登録台数

社会福祉法人 与謝野町社会福祉協議会 ８台

事業者名 路線名

丹後海陸交通株式会社
京都線

大阪線
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（６）町内各路線バスの利用状況

ア 丹海バス

丹後海陸交通株式会社が運行する幹線系統の路線バスの年度別乗車人員は、天

橋立～伊根間の外国人観光客の利用により増加傾向にありましたが、令和 2年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により減少となりました。

なお、令和元年10月に与謝線、福知山線を再編し、与謝線への統合と福知山線

の減便により両路線の役割分担を図りました。

また、令和 2年 10月には峰山四辻線を再編し、与謝野町内の運行経路を大幅に

短縮し京丹後市への移動手段の確保を行いました。

図２-９ 丹海バス年度別乗車人員

出典：与謝野町企画財政課
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イ 町営バス（コミュニティバスひまわり）

幹線系統バスが運行されていない地区住民の日常生活に必要な移動手段として

町営により運行するコミュニティバスひまわりの年度別乗車人員は、沿線人口の

減少を背景に乗車人数も減少傾向となっています。

図２-10 町営バス年度別乗車人員

出典：与謝野町企画財政課
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（７）財政負担の状況

ア 丹海バス

丹海バスの運行に係る補助金は、キロ当たり経常費用の増加に伴い補助金も増

加傾向となっています。

なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、一時的に国・

京都府支援があったこと、また令和２年10月の峰山四辻線の再編によって補助金

は減少しました。

図２-11 丹海バスに係る財政負担

出典：与謝野町企画財政課
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イ 町営バス（コミュニティバスひまわり）

運行委託料から運賃収入と国補助金を差し引いた実質町負担額は、平成 30年度

まで横ばい傾向でしたが、直近 3ヶ年は運行日数の縮小、拡大による負担の増減

や、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、一時的に国・京都府支援があっ

たことにより町負担が減少する等、年度ごとに増減していますが、令和 3年度の

特殊要因を除くとキロ当たり経常費用の増加と運賃収入の減少により町負担及び

乗車人員一人当たりの町負担は増加傾向と言えます。

図２-12 町営バスに係る財政負担

出典：与謝野町企画財政課
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２-４ 移動環境

（１）自動車保有台数・運転免許保有者数

自動車保有台数・運転免許保有者数ともに減少傾向となっています。世帯当たり普及

台数は横ばいとなっています。

図２-13 自動車保有台数・運転免許保有者数

出典：京都府統計書、京都府警察本部運転免許試験課、与謝野町住民環境課
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21



（２）高齢者運転免許保有率・運転免許返納申請者数

高齢者の運転免許保有率は高く、70～74 歳で 86.17％となっていますが、75歳以

上になると急激に減少しています。一方、運転免許自主返納申請者は増加傾向にありま

す。

図２-14 高齢者運転免許保有率（令和２年 12月末）

出典：京都府警察本部運転免許試験課、与謝野町住民環境課

図２-15 高齢者運転免許証自主返納支援事業申請者数

出典：与謝野町総務課
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２-５ 観光入込客

観光入込客数は年々減少傾向にあり、令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より大きく落ち込み、京都府北部地域の市町の中でも少ない状況となっています。

図２-16 与謝野町の観光入込客数の推移

出典：与謝野町産業観光課

図２-17 京都府北部地域の観光入込客数（令和 3・４年度）

出典：京都府統計書
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２-６ 与謝野町の公共交通に関するアンケート調査

本計画を策定するにあたり、①高校生以上の住民を対象とした無作為抽出によるアンケ

ート調査、②本町内に所在する高校の生徒を対象としたアンケート調査、③公共交通の利用

者へのアンケート調査をそれぞれ実施しました。

アンケート調査では、地域住民の移動状況の把握ができた一方で、公共交通の利便性向上

や改善に対する要望が多く聞かれる結果となりました。

なお、本アンケートは、京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会の構成市町（福知山市、

舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）と共同で実施したものです。

（１）高校生以上の住民を対象とした無作為抽出によるアンケート調査

ア 調査対象数と回収率

イ アンケート結果及び分析

¡ 通勤・通学・買い物・通院において、家族による送迎も含めると約８割以上が自

家用車を使用しており、特に、通勤・通学、買い物については約９割が自家用車

を使用している。また、自家用車利用からバスへの代替についてもほぼ同数が代

替できないと回答している。

¡ 買い物移動は、町内は野田川町域への移動が多く、さとうフレッシュバザール、

にしがきが多い。町外へは京丹後市のショッピングセンターマイン、宮津市のさ

とうフレッシュバザール宮津店（ミップル）への移動が多い。町外へは宮津市、

京丹後市、福知山への移動が多く、自動車での移動が大半を占めている。

¡ 免許非保有者は買い物時には、公共交通ではなく「自動車（家族で送迎）」利用

の割合が高い。

¡ 通院による移動は、どの地域においても地域内または隣接する地域への移動と

ほぼ同数となっている。通院先としては京都府立医科大学附属北部医療センタ

ーへの移動が最も多く、町外近隣市町へも自動車での移動が多い。

¡ 公共交通利用頻度は「月に１～２回程度」の割合が高く、鉄道、バスともに利用

頻度は高くない。

対象世帯数 800戸

調査配布件数 2,400 件

回 収 件 数 合計438件（郵送：355 件、WEB：83件）

回 収 率
世帯件数あたり 54.8％

配布件数あたり 18.3％
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¡ 利用目的として、「観光・レジャー」、「出張・仕事・商用」、「通院」、「買い物」、

「その他」と多岐にわたっており、特定の目的にとらわれない利用が多いことか

ら、現行の運行本数やダイヤに満足していない。

¡ 要望として、「利用したい時間帯に運行するダイヤ」、「鉄道－バス間、バス－バ

ス間での乗り継ぎの改善」が多く挙げられており、利便性の改善が強く求められ

ている。

ウ 町内の移動状況

（ア）買い物先の流動状況

町内の買い物流動をみると、旧町内で完結する流動が多い。旧町間の移

動では野田川地域への流動が多い。

図２-18 町内の買い物行動の流動状況

加悦地域

野田川地域

岩滝地域
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表２-８ よく行く買い物先（支店名が分からない施設も含む）

施設名 件数 割合

フレッシュバザール野田川店 105 13.2％

フレッシュバザール・バザールタウン 87 10.9％

にしがき 68 8.6％

ウイル 63 7.9％

にしがき石川店 51 6.4％

フレッシュバザール与謝野石川店 47 5.9％

ドラッグストアコスモス 47 5.9％

ドラッグストアコスモス与謝野店 39 4.9％

にしがき加悦店 29 3.6％

ゴダイドラッグ 25 3.1％

ゴダイドラッグ岩滝店 22 2.8％

ショッピングセンターマイン 22 2.8％

コメリ 20 2.5％

ジャパン野田川店 19 2.4％

さとう宮津店（ミップル） 18 2.3％

ゴダイドラッグ加悦店 16 2.0％

業務スーパー 15 1.9％

ゴダイドラッグ野田川店 14 1.8％

ジャパン 10 1.4％

コメリ ハード＆グリーン与謝野店 10 1.3％

にしがき岩滝店 10 1.3％

ココカラファイン 9 1.1％
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（イ）通院先の流動状況

旧町内で完結する流動のほか、岩滝地域や加悦地域への流動が多い。

図２-19 町内の通院行動の流動状況

岩滝地域

加悦地域

野田川地域
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表２-９ よく行く病院

施設名 件数 割合

京都府立医科大学附属北部医療センター 69 23.5％

日置医院 33 11.2％

丹後中央病院 27 9.2％

いとうクリニック 23 7.8％

鳥居クリニック 15 5.1％

伊藤内科医院 11 3.7％

宮地医院 9 3.1％

須川医院 8 2.7％

宇治川歯科石川診療所 7 2.4％

岩破医院 7 2.4％

いわさく診療所 6 2.0％

市立福知山市民病院 6 2.0％

大森内科診療所 5 1.7％

浪江医院 5 1.7％

まるめデンタルクリニック 4 1.4％

よしおかクリニック 4 1.4％

京丹後市立弥栄病院 4 1.4％

府中診療所 4 1.4％

そのだ歯科クリニック 3 1.0％

とみた眼科皮フ科クリニック 3 1.0％

金下歯科・矯正歯科 3 1.0％

豊岡病院 3 1.0％

与謝野町立国民健康保険診療所 3 1.0％
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（２）本町内に所在する高校の生徒を対象としたアンケート調査

ア 調査対象校

イ アンケート結果及び分析

¡ 通学は与謝野町内在住者が最も多く、近隣市町からも 1時間未満での通学がほ

どんど。「自家用車による送迎」が最も多く、次いで自転車での通学が多い。公

共交通を利用される生徒が少ない。

¡ 公共交通に対して「便利で使いやすい」「生活には必要不可欠なので積極的に利

用したい」など約半数が好意的なイメージを持つ一方で、「料金が高い」、「自家

用車・自転車の方が便利」だったり、バス・鉄道内の乗車人員が密になって怖い

と感じている。

¡ 要望として、鉄道・バスの運行本数の増加や、フリーWi-Fi の設置など待合環境

の整備を求めており、また、利用時間帯には席数を増やしたり増便をすることで

密を回避することを望んでいる。実現された場合には公共交通を利用するとし

た回答は7割以上となった。

¡ 公共交通に関して自分たちは何も協力できないという回答も多い一方で、「自ら

積極的に公共交通を利用するよう心がける」や、「公共交通のサービス向上を地

域全体で支える」など、前向きに捉える生徒の意見が半数あった。

図２-20 宮津天橋高校加悦谷学舎生徒の通学手段

15

21

40

47

0 10 20 30 40 50

徒歩のみ

路線バス

自転車

自家用車送迎

（人）

調査対象校 京都府立宮津天橋高校（加悦谷学舎）

回 答 数 75件
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（３）公共交通の利用者へのアンケート調査

ア 調査対象

利用者：43名分（内訳：与謝野駅利用者16名、データ提出27名）

イ アンケート結果及び分析

¡ 公共交通を利用される頻度は「半年に１回以下」が最も多く、週３～５回が次い

で多かった。また、駅での聞き取りでは利用頻度の多い利用者は10代の免許を

持たない学生や、障害者就労施設に通われている方などが多かった。

¡ 多くの方々がスマートフォンを所有しており、スマートフォンを活用してイン

タ－ネットで時刻を調べる方が多い。

¡ 公共交通利用者の満足度は約半分が公共交通に満足をしているもの、自由意見

では「不便」であったり、「運行本数が少ない」など、現状に不満を持っている。

その他自由意見として、公共交通の良かった点として、移動時間中に他のことが

できることや、景色の良さ、車窓から景色を眺めることで気分転換になるといっ

た意見もあった。

図２-21 公共交通利用者の満足度

はい, 19人
いいえ, 21人
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３．基本方針と実施事業

３-１ 計画の基本方針と施策目標

本町の現況やアンケート調査などから、町民の移動実態や自家用車への依存、自治体財政

負担の増加など、本町の公共交通に対する課題やニーズが浮き彫りとなりました。このよう

な状況が続けば、公共交通利用者のさらなる減少や交通事業者の経営状況の悪化、運行本数

の減便による利便性の低下、自治体の財政負担の増加といった負のスパイラルに陥り、最終

的には住民生活や社会経済活動を支える社会基盤である公共交通の維持が困難になること

が予測されます。

こうなることのないよう、本計画では、公共交通の目指すべき将来像を「だれもが利用し

やすい持続可能な公共交通」とし、基本方針に沿って各施策を推進します。

公共交通の目指すべき将来像

だれもが利用しやすい持続可能な公共交通

基本方針

¡ 自家用車に過度に頼ることなく、より利便性の高い移動サービスを提供することで

公共交通利用者の満足度を高める

¡ 交通事業者だけでなく地域住民や商業施設など多様な人々が協力し、新たな需要を

創出する

¡ 利用者の公共交通に対する意識の転換を促す

¡ 京都府北部地域連携都市圏公共交通計画に基づき、圏域自治体で連携・協力する

３つの施策目標

1. 公共交通利用者の満足度がより高まるサービスの実現

2. だれもが公共交通の使い方を理解し、移動することが楽しくなるまちの実現

3. 自家用車に過度に頼らない、まちづくりや町内移動と連携する公共交通の実現
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３-2 施策目標別実施事業

基本方針に沿って、目指すべき将来像を実現するための方策を推進します。

施策目標１ 公共交通利用者の満足度がより高まるサービスの実現

利用者の満足度を高めることで、移動手段として選ばれ、新たな利用者がさらに生まれ

るような好循環を生み出すための取組を展開します。

方策１-１ 路線バス・地域内交通の再編による持続可能な交通体系の構築

交通事業者と地域住民を運行主体として、町の南北を縦断する幹線道路から離れた地域

と路線バス（幹線系統）とを接続する予約型乗合交通を導入するなど交通体系の見直し

を行います。さらに、運行実績の検証や利用者ニーズを踏まえ、満足度の向上を図るほ

か、効率的な運行を目指して、運行主体と協議しながら持続可能な運行体制や交通体系

を構築します。

実施主体と役割 与謝野町：ニーズや課題の把握、運行体系再編案の作成、運行事業

者との調整、乗降場所の調整、必要な財政支援

交通事業者：安全な運行サービスの提供、運行上で発生した課題の

共有、再編に係る必要な情報提供

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

再編（予約型

乗合交通実証

運行開始）

再編（持続可能な運行体制や交

通体系の構築検討）
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方策１-２ 交通結節点での乗り継ぎを考慮した運行ダイヤの調整

通勤・通学、買い物、通院など日常生活の移動や来訪者の移動をスムーズに行えるよう

にするため、与謝野駅など交通結節点での交通機関の乗り継ぎを考慮した運行ダイヤの

調整を行い、利用者の満足度を高めます。

実施主体と役

割

与謝野町・交通事業者：ニーズや課題の把握、停留所の新規・移設・

廃止の調整

地域住民：ニーズや課題、改善要望の伝達

関係機関：運行時刻変更の周知協力

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ダイヤ改正時に実施

方策１-３ 与謝野駅100周年に向けた駅周辺部の賑わいづくりと待合環境の整備

行政と民間事業者、地域住民と協力し与謝野駅周辺部の賑わいづくりを実施します。そ

の中で令和７年度に与謝野駅が 100 周年を迎えることを受け、利用者のニーズに合う

ように与謝野駅の待合環境を整備し、ストレスなく公共交通を利用できるよう利便性や

快適性を向上させる取組を実施します。

実施主体と役割 与謝野町：地域や民間事業者との調整、必要な財政支援

民間事業者：駅周辺部の賑わいづくりに向けた地域、町との調整、

企業誘致や事業展開

地域住民：ニーズの把握、100周年に向けた機運の醸成

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

設計、施工

33



方策１-４ 積極的な情報発信とタイアップ事業の実施

広報誌やＳＮＳなどを活用し、公共交通の乗り方や利用を促すプランの提案など積極的

に情報を発信するとともに、町が主催するイベントと公共交通のタイアップの取組を推

進します。

実施主体と役割 与謝野町：広報誌や町ＨＰ、ＳＮＳでの情報発信、公共交通を利用

した事業の企画・運営

交通事業者：情報発信、町事業への参画

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

実施可能な取組から着手
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施策目標２ だれもが公共交通の使い方を理解し、

移動することが楽しくなるまちの実現

公共交通「も」利用した移動方法を知ることで、自家用車にはない移動の楽しさを実感

できる取組を展開します。

方策２-１ 幅広い年齢層へ向けた公共交通の乗り方教室やお試し乗車会等の実施

小中学生や子育て世代、高齢者を対象とした公共交通の乗り方教室や、町内イベントや

商業者などと連携したお試し乗車会を通して、公共交通に触れることができる、使い方

を知ることのできる「体験の場づくり」を行います。

実施主体と役割 与謝野町：乗車会等の企画、提案、実施、情報発信

交通事業者…乗車会等の実施、情報発信

商業者…乗車会の共同企画

関係機関・地域住民：乗車体験会等への積極的な参加

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

年１～２回実施

方策２-２ 運転免許証自主返納者の利用促進

運転免許証自主返納後に公共交通を利用するきっかけとなるよう、運転免許証自主返納

者に対して公共交通の回数券を交付します。

実施主体と役割 与謝野町：情報発信、警察等の関係機関との協力

自主返納者：公共交通の積極的な利用

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

通年実施
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施策目標３ 自家用車に過度に頼らない、

まちづくりと連携した公共交通の実現

自家用車に頼り過ぎなくても移動可能となるように、まちづくりと連携した利用しやす

い移動手段となる公共交通を実現するための取組を展開します。

方策３-１ 商業者等他分野の関係者との連携による外出機会の創出

商業者等公共交通以外の他分野の関係者と連携して、公共交通と連動したサービスの提

供や運行ダイヤを調整し、買い物を中心とする様々な外出機会を創出します。

実施主体と役割 与謝野町：関係者との調整、共創プラットフォームの設置・運営、

情報発信

商業者等：乗降場所の提供、公共交通と連動したサービスの提供や

協賛、情報発信

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

通年実施

方策３-２ 交通事業者の人材不足の解消

交通事業者の深刻な人材不足の解消を図り、安全・安心で持続可能な交通サービスを維

持するため、北部圏域での取組と連携し、人材確保の取り組みを推進します。

実施主体と役割 与謝野町：企業説明会等の周知、情報発信、広域との連携

交通事業者、関係機関：企業説明会等への参加、情報発信

スケジュール 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

実施可能な取組から着手
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４ 交通計画の進め方と関係者の役割

４-１ 計画の目標指標と達成状況の評価

（１）評価方法

本計画に基づき、各種施策を実施し、施策の進捗確認や評価及び評価結果の国への報

告を２年目以降、毎年度実施して、都度、施策の見直しや改善を繰り返し行い、本町が

目指す将来像実現のため、進捗管理を実施します。
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（２）評価項目

「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（実践編）第４版」（令和５年 10月・

国土交通省）第４章に記載の標準指標のほか、本町の地域公共交通である町営バス「コ

ミュニティバスひまわり」の利用者数と予約型乗合交通の利用者数を評価項目に加え

ます。また、京都府北部地域連携都市圏公共交通計画にも挙げられているお試し乗車会

の実施件数・延べ参加人数も評価項目に加えます。

※京都府北部地域連携都市圏公共交通計画との整合性を図るため、令和３年度に設定します。

項目 目標値の考え方

ア 地域公共交通の

利用者数

コロナ禍で落ち込んだ利用者数を徐々に戻して

いくため、令和３年度比※で利用者数の５%向上

を図る

イ 公的資金が投入されている

公共交通の収支率

コロナ禍で落ち込んだ運賃収入を徐々に戻して

いくため、令和３年度比※で収支率の５%改善を

図る

ウ 利用者一人当たりの

公的資金投入額

利用者増による運賃収入の増加を図り、利用者

一人当たりの公的資金投入額を、令和３年度比※

で５%縮小を図る

エ お試し乗車会の

実施件数・延べ参加人数

公共交通の利用機会を増やすため、徐々にお試

し乗車会の実施件数も増やしていき、令和８年

度には年間の延べ参加者数を 30人にする。
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（３）各評価項目の現況と目標値

ア 地域公共交通の利用者数

（ア）地域間幹線系統

（イ）市町間を跨ぐ路線

（ウ）地域内交通

※1 運行期間：令和５年10月～令和６年９月

※2 運行開始：令和６年10月

運行主体 系統名
利用者数（人）

現況（R３年度） 目標（R８年度）

丹後海陸交通

伊根線 103,870 109,063

蒲入線 31,378 32,946

与謝線 55,272 58,035

峰山線 51,039 53,590

運行主体 系統名
利用者数（人）

現況（R３年度） 目標（R８年度）

丹後海陸交通
福知山線 12,775 13,413

峰山四辻線 19,935 20,931

運行主体 系統名
利用者数（人）

現況（R３年度） 目標（R８年度）

与謝野町

（町営バス）

奥滝線 － 550

加悦奥線 － 400

日本交通

（乗合交通）

岩屋・市場エリア － 650

山田エリア － 40

石川エリア － 630

桑飼地区支え合い交通

運営協議会※1

（乗合交通）

桑飼エリア － 630

加悦地域支え合い交通

運営協議会※2

（乗合交通）

与謝エリア － 630

加悦エリア － 630

桑飼エリア － 630

39



イ 公的資金が投入されている公共交通の収支率

※1 運行期間：令和５年10月～令和６年９月

※2 運行開始：令和６年10月

運行主体 系統名

現況収入額

（R3年度）

（円）

現況支出額

（R３年度）

（円）

収支率（%）

現況

（R3年度）

目標

（R8年度）

丹後海陸交通

伊根線 8,602,705 51,477,450 16.7 17.5

蒲入線 12,179,199 51,803,611 23.5 24.6

与謝線 8,157,472 35,893,005 22.7 23.8

峰山線 6,176,894 23,798,948 25.9 27.1

福知山線 4,452,943 11,929,482 37.3 39.1

峰山四辻線 3,464,327 14,741,284 23.5 24.6

与謝野町

（町営バス）

奥滝線 － － － 1.9

加悦奥線 － － － 1.4

日本交通

（乗合交通）

岩屋・市場エリア － －
－ 3.0

山田エリア － －

石川エリア － － － 4.0

桑飼地区

支え合い交通

運営協議会※1

（乗合交通）

桑飼エリア － － － 3.2

加悦地域

支え合い交通

運営協議会※2

（乗合交通）

与謝エリア － － － 3.2

加悦エリア － － － 3.2

桑飼エリア － － － 3.2
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ウ 利用者一人当たりの公的資金投入額

※1 運行期間：令和５年10月～令和６年９月

※2 運行開始：令和６年10月

エ お試し乗車会の実施件数・延べ参加人数

運行主体 系統名

現況支援額

（R２年度）

（千円）

現況利用者数

（R２年度）

（人）

利用者一人あたり

公的資金投入額（円）

現況

（R２年度）

目標

（R8年度）

丹後海陸交通

伊根線 26,309,000 114,615 229 218

蒲入線 19,562,000 38,074 513 487

与謝線 16,853,000 43,412 388 369

峰山線 9,804,000 41,581 235 223

福知山線 6,516,539 12,275 530 503

峰山四辻線 4,974,957 19,935 249 237

与謝野町

（町営バス）

奥滝線 － － － 2,492

加悦奥線 － － － 4,175

日本交通

（乗合交通）

岩屋・市場エリア － －
－ 6,328

山田エリア － －

石川エリア － － － 7,049

桑飼地区

支え合い交通

運営協議会※1

（乗合交通）

桑飼エリア － － － 7,751

加悦地域

支え合い交通

運営協議会※2

（乗合交通）

与謝エリア － － － 7,751

加悦エリア － － － 7,751

桑飼エリア － － － 7,751

現況（R４年度）

→
目標（R８年度）

実施回数 年間０回

延べ参加者数 ０人

実施回数 年間２件

延べ参加者数 ３０人
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４-２ 計画の実施と進行管理の体制

本計画を推進するにあたっては、地域住民、交通事業者、商業者等他分野の関係者、行政

が相互に理解し、連携しながら施策に取り組むことが必要不可欠となります。ここでは、そ

れぞれに求められる役割について整理します。

地域住民 持続可能な公共交通について自分事として捉え、積極的にイベント

に参加するなど、公共交通施策への関わり、理解、協力が求められる。

交通事業者 引き続き、安全・安心な運行サービスの提供に努め、利用者満足度が

さらに向上する取組を積極的に行う。また、持続可能な公共交通の維

持確保のため、先進技術等を活用した新たな取り組みに対して積極

的に検討を行う姿勢が求められる。

商業者等

他分野の関係者

乗降場所の提供のほか、お試し乗車会や公共交通と連動したサービ

スの提供など、公共交通施策への関わり、理解、協力が求められる。

行政 本計画が着実に推進されるように、地域住民、交通事業者、商業者等

他分野の関係者との調整、連携のほか、取組の情報発信を積極的に行

うなど、計画推進の中心的役割が求められる。また、行政の交通担当

のみが施策を進めるのではなく、健康、福祉、教育、環境など、様々

な担当と横断的に協力し、施策を進めていく姿勢が求められる。
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５ 資料編（住民アンケート結果）

（１）アンケート調査概要

ア 調査目的

京都北部地域連携都市圏公共交通計画策定に向けて、地域住民の公共交通に関

する意識やニーズを把握し、今後のバス事業および公共交通サービスのあり方の

検討における基礎資料とする。

イ 調査期間

令和3年 8月 9日（月）～令和3年 8月 23日（月）

ウ 調査対象・回収状況

京都府北部 7市町の住民を対象（住民基本台帳より高校生以上を対象）とし、

無作為により抽出。各市町の調査件数・回収状況は以下のとおりである。

（２）目的別の公共交通及び自動車の利用状況

ア 市町村別通勤・通学の主な交通手段

回収率(%) 回収率(%)
郵送回収 web回収 計 世帯数あたり 配布件数あたり

福知山市 2,200 6,600 614 186 800 36.4% 12.1%
舞鶴市 1,993 5,979 818 180 998 50.1% 16.7%
綾部市 1,000 3,000 403 59 462 46.2% 15.4%
宮津市 700 2,100 284 46 330 47.1% 15.7%
京丹後市 1,500 4,500 574 97 671 44.7% 14.9%
伊根町 200 600 91 17 108 54.0% 18.0%
与謝野町 800 2,400 355 83 438 54.8% 18.3%
合 計 8,393 25,179 3,139 668 3,807 45.4% 15.1%

回収件数対象
世帯数

調査票
配布件数

徒歩 自転車 バイク・原付 自動車
（自分で運転）

自動車
（家族が送迎） タクシー バス 鉄道 その他

 舞鶴市(N=449) 13% 22% 2% 64% 17% 1% 8% 9% 1%

 福知山市(N=396) 14% 13% 2% 80% 6% 1% 4% 3% 1%

 綾部市(N=162) 14% 13% 2% 79% 9% 1% 4% 2% 0%

 宮津市(N=116) 14% 9% 0% 76% 6% 0% 4% 3% 1%

 京丹後市(N=281) 9% 8% 2% 81% 7% 0% 6% 1% 0%

 伊根町(N=37) 11% 8% 3% 84% 5% 0% 5% 0% 0%

 与謝野町(N=205) 11% 8% 2% 82% 8% 0% 6% 0% 0%
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イ 市町村別通勤・通学目的での自家用車利用者のバス代替可能性

ウ 市町村別買い物先への主な交通手段

エ 市町村別買い物目的での自家用車利用者のバス代替可能性

11%

10%

6%

11%

8%

3%

11%

89%

90%

94%

89%

92%

97%

89%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

舞鶴市
(N=342)

福知山市
(N=316)

綾部市
(N=134)

宮津市
(N=87)

京丹後市
(N=226)

伊根町
(N=31)

与謝野町
(N=169)

できる できない

徒歩 自転車 バイク・原付 自動車
（自分で運転）

自動車
（家族が送迎） タクシー バス 鉄道 その他

舞鶴市(N=811) 17% 21% 1% 67% 24% 3% 4% 1% 1%

 福知山市(N=675) 17% 16% 3% 76% 15% 2% 6% 1% 1%

 綾部市(N=374) 12% 14% 1% 75% 12% 1% 8% 2% 0%

 宮津市(N=282) 11% 16% 1% 78% 13% 2% 6% 1% 0%

 京丹後市(N=563) 7% 9% 2% 80% 14% 1% 5% 1% 0%

 伊根町(N=90) 3% 3% 1% 80% 14% 0% 9% 0% 1%

 与謝野町(N=363) 10% 12% 3% 75% 17% 1% 1% 0% 0%

17%

14%

20%

16%

12%

12%

12%

83%

86%

80%

84%

88%

88%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

舞鶴市
(N=656)

福知山市
(N=553)

綾部市
(N=300)

宮津市
(N=233)

京丹後市
(N=474)

伊根町
(N=77)

与謝野町
(N=304)

できる できない
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オ 市町村別通院先への主な交通手段

カ 市町村別通院目的での自家用車利用者のバス代替可能性

徒歩 自転車 バイク・原付 自動車
（自分で運転）

自動車
（家族が送迎） タクシー バス 鉄道 その他

舞鶴市(N=479) 11% 14% 1% 61% 27% 6% 9% 1% 2%

福知山市(N=388) 13% 12% 3% 66% 18% 6% 12% 2% 2%

綾部市(N=245) 8% 10% 0% 65% 16% 3% 21% 3% 1%

宮津市(N=188) 15% 12% 1% 67% 20% 5% 10% 3% 0%

京丹後市(N=374) 6% 5% 2% 71% 20% 3% 11% 1% 2%

伊根町(N=57) 2% 2% 2% 61% 23% 2% 37% 0% 2%

与謝野町(N=210) 8% 11% 3% 61% 22% 4% 6% 0% 3%

23%

18%

27%

22%

17%

28%

16%

77%

82%

73%

78%

83%

72%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

舞鶴市
(N=366)

福知山市
(N=284)

綾部市
(N=177)

宮津市
(N=141)

京丹後市
(N=297)

伊根町
(N=39)

与謝野町
(N=154)

できる できない
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（３）与謝野町と他市町間の移動の状況

ア 京都府北部地域市町間の移動状況

与謝野町は宮津市、京丹後市、福知山市の順に移動量が多く、移動目的は「買い物」

が最も多い。他市町への利用交通手段は大半が自家用車であり、公共交通の利用は非

常に少なく、バスへの代替はほとんどの移動で「できない」となっている。

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 伊根町
131 54 13 189 173 20

通勤・通学 18 4 2 43 24 3
出張・仕事・商用 11 4 5 22 24 4
買い物 79 17 2 78 88 0
通院 17 8 0 28 25 0
観光・レジャー 4 5 0 6 5 6
その他 15 11 5 37 19 5
不明無回答 8 7 0 3 10 2
週5回以上 16 1 1 42 27 1
週3～4回 4 2 1 13 8 2
週1～2回 11 4 0 27 21 2
月に数回程度 48 20 3 69 81 9
それ未満 44 23 7 35 24 5
不明無回答 8 4 1 3 12 1
徒歩 2 0 1 5 3 0
自転車 2 1 1 6 4 2
バイク・原付 0 0 1 1 1 0
自動車（自分で運転） 98 36 9 153 138 17
自動車（家族が送迎） 30 17 2 30 33 0
タクシー 0 0 1 0 2 0
バス 6 1 0 5 5 0
鉄道 4 5 1 9 3 0
その他 0 0 0 3 0 0
不明無回答 3 1 1 3 4 1
できる 13 6 1 23 12 2
できない 103 42 7 140 132 15
不明無回答 6 3 3 12 18 0

バス代替

外出する

目的内訳

頻度

利用交通手段
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イ 与謝野町の公共交通の利用頻度

公共交通は鉄道、バス、タクシーともに日常的な利用頻度は低く、路線バス・自

主運行バスは、「月に１～２回程度」の割合が他の公共交通に比べてやや高い。高

速バスについては、「年に１～２回程度」の割合が 17％と、頻度は高くないが一定

の利用者が存在している。タクシーは公共交通の中で「ほとんど利用していない」

の割合が高い。

ウ 与謝野町の公共交通の利用目的

鉄道の利用目的は「その他」の23％、「観光・レジャー」が22％、「出張・仕事・

商用」が 17％と続く。様々な目的での利用がみられる。路線バス・自主運行バス

では「通院」が37％と最も高く、次いで「買い物」の27％と続く。高速バスの利

用目的は「観光・レジャー」が 43％と最も高く、次いで「その他」の30％と続く。

「タクシー」はその他の目的が40％と最も高く、特定の目的にとらわれない多様

な利用が多いといえる。

15%

10%

6%

17%

2%

14%

10%

14%

27%

8%

8%

9%

37%

4%

23%

22%

14%

43%

13%

23%

10%

30%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉄道（JR、京都丹後鉄道）
(N=78)

路線バス・自主運行バス
(N=49)

高速バス
(N=76)

タクシー
(N=48)

通勤・通学 出張・仕事・商用 買い物 通院 観光・レジャー その他
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（４）路線バスに対する満足度

不満と満足の評価が拮抗しているが、満足寄りの評価が優勢な自治体が多い。満足な

点としてあげられる項目が、自宅最寄りのバス停の位置、目的地のバス停の位置、時刻

表通りの運行となっており、不満点で共通してあげられる項目が、一日の運行本数、始

発・終発、乗り継ぎの利便性（鉄道や他路線バス）バス停留所の快適性となっている。

（５）バスの利用が増えるための改善点について
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（６）地域として求める公共交通の役割

ア 持続可能な交通体系を構築するための取組の基本方針

住民への意識調査として、持続可能な交通体系を構築するための基本方針として、

考えに近いものを回答していただいたところ、「企業や病院等の送迎バスに、一般客

も運賃を払って乗車できるようにする」が最も多い。次いで「マッチングアプリや地

域ポイントの導入により住民同士の送迎を支援する」、「市民・町民に対して環境にや

さしい行動の一つとしてバス利用を呼び掛ける」の回答が多い。

1. バス路線は利用の多い路線のみに限定して増便する

2. マッチングアプリや地域ポイントの導入により住民同士の送迎を支援する

3. 企業や病院等の送迎バスに、一般客も運賃を払って乗車できるようにする

4. 他の生活関連予算をバス路線の赤字補填に充てる

5. バスの運賃を上げ、増収を図る

6. 市民・町民に対して環境にやさしい行動の一つとしてバス利用を呼び掛ける

7. その他

1 2 3 4 5 6 7

京都府北部地域計(N=2656) 25% 33% 34% 11% 3% 31% 13%

舞鶴市(N=757) 24% 32% 35% 11% 1% 32% 15%

福知山市(N=558) 18% 29% 37% 10% 4% 31% 16%

綾部市(N=306) 25% 32% 32% 10% 4% 37% 10%

宮津市(N=223) 29% 29% 35% 13% 2% 31% 12%

京丹後市(N=432) 27% 39% 34% 10% 4% 29% 10%

伊根町(N=72) 29% 56% 0% 10% 4% 35% 11%

与謝野町(N=308) 36% 31% 37% 9% 2% 24% 10%
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イ 移送手段として公共交通に求める役割

公共交通にはどのような役割を求められているかについて、考えに近いものを回

答していただいたところ、移送手段として公共交通に求める役割として、８割近くが

「子ども、学生、高齢者、免許を持たない人が出かけるための移動手段」と回答し、

次いで「将来、運転免許証を返納した時の移動手段」が７割、「市民・町民の通勤・

通学のための移動手段」や「市民・町民の買い物や通院のための移動手段」という回

答がほぼ同数となっている。

1. 市民・町民の通勤や通学のための移動手段 6. 子ども、学生、高齢者、免許を持たない人が出かけるための移動手段

2. 市民・町民の買物や通院のための移動手段 7. ケガ、飲酒、故障などで自動車を利用できないときの移動手段

3. 市民・町民の趣味やサークル活動などでの移動手段 8. 将来、運転免許証を返納したときの移動手段

4. 市民・町民が周辺地域へ出かける場合の移動手段 9.その他（移動手段としての役割）

5. 市民・町民が遠方へ出かける場合の移動手段

ウ 地域として求める公共交通の役割

10. いつでも利用できる安心感をもつ 15. 市町の魅力・ステータスを高める

11. 自宅から通うことができるため、家賃や下宿代などの費用がかからない 16. 自動車利用を減らすことで、道路の混雑を減らす

12. 高校や大学などの進学先の選択肢を増やす 17. 自動車利用を減らすことで、自然環境を守る

13. 市民・町民が自由に外出できることで、にぎわいを作り出す 18. 自動車利用を減らすことで、交通事故を減らす

14. 市外・町外からの訪問者を受け入れ、観光地や商業施設のにぎわいを作り出す 19. その他（地域における役割）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

京都府北部地域計(N=3267) 60% 67% 21% 37% 34% 78% 44% 71% 2%

舞鶴市(N=881) 62% 68% 23% 38% 36% 81% 45% 69% 2%

福知山市(N=687) 55% 65% 20% 32% 30% 74% 47% 71% 2%

綾部市(N=397) 61% 68% 27% 39% 37% 78% 47% 72% 2%

 宮津市(N=279) 62% 68% 23% 42% 40% 79% 45% 72% 1%

京丹後市(N=564) 67% 69% 18% 36% 34% 79% 42% 71% 1%

伊根町(N=86) 59% 81% 27% 48% 41% 77% 44% 79% 0%

与謝野町(N=373) 55% 62% 14% 38% 31% 77% 38% 73% 1%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

京都府北部地域計(N=3267) 65% 15% 21% 34% 31% 16% 17% 20% 23% 2%

舞鶴市(N=881) 65% 16% 21% 37% 33% 20% 22% 23% 26% 2%

福知山市(N=687) 65% 14% 20% 34% 28% 13% 18% 22% 27% 4%

綾部市(N=397) 66% 16% 19% 37% 32% 18% 17% 25% 25% 3%

 宮津市(N=279) 67% 13% 19% 41% 42% 19% 13% 14% 18% 2%

京丹後市(N=564) 67% 16% 22% 27% 31% 15% 13% 17% 21% 2%

伊根町(N=86) 70% 26% 17% 23% 36% 14% 21% 23% 21% 1%

与謝野町(N=373) 62% 15% 25% 29% 24% 11% 7% 13% 14% 2%
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